
第１３号議案資料 

令和５年３月２日 

都 立 学 校 教 育 部 

 

 

東京都立学校の授業料等徴収条例施行規則の一部改正について 

 

 

 東京都立学校の授業料等徴収条例施行規則の一部を下記のとおり改正する。 

 

記 

 
１ 改正理由 

  令和５年度より、特別支援学校高等部の授業料について、現金納付に加え、口座

振替による納付を可能とするにあたり、必要な改正を行う。 

（参考）都立高校授業料については、既に口座振替による納付が可能となっている。 

 

２ 改正内容 

  現行規定では、特別支援学校高等部の授業料について、新入生の４月分の納付期

限が４月２５日とされているが、口座振替を行うための手続きに要する時間を考慮

し、当該納付期限を６月末日（現行規定の高等学校授業料の納付期限と同日）とす

る改正を行う。その他の納付期限についても、現行規定の高等学校授業料の納付期

限と同日とする改正を行う。 

  また、休学・留学や転退学の場合の規定について所要の改正を行う。 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日から施行する。 
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東
京
都
立
学
校
の
授
業
料
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

（
授
業
料
及
び
通
信
教
育
受
講
料
の
納
期
等
） 

（
授
業
料
及
び
通
信
教
育
受
講
料
の
納
期
等
） 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

２
及
び
３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
及
び
３ 

（
略
） 

４ 

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
（
専
攻
科
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
授
業
料

は
、
四
月
末
日
ま
で
に
年
額
の
十
二
分
の
三
に
相
当
す
る
額
を
、
九
月
末
日

ま
で
に
年
額
の
十
二
分
の
九
に
相
当
す
る
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
学
初
年
度
の
四
月
納
付
分
に
つ
い
て
は
、
六
月

末
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
（
専
攻
科
を
含
む
。
）
の
授
業
料
は
、
毎
月
十

日
ま
で
に
、
年
額
の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
、
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
四
月
納
付
分
に
つ
い
て
は
、
四
月
二
十
五
日
ま
で
に
納

付
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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５
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５
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る
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３ 

（
現
行
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お
り
） 

３ 

（
略
） 

（
転
退
学
の
場
合
の
授
業
料
） 
（
転
退
学
の
場
合
の
授
業
料
） 
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条 

（
現
行
の
と
お
り
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第
三
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（
略
） 

２ 
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の
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途
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京
都
立
の
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
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む
。
）
又
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
相
互
間
で
転
学
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
初
日
に
在
籍
す
る
学
校
で
そ
の
月
に
係
る

２ 

学
年
の
中
途
に
東
京
都
立
の
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を

含
む
。
）
の
相
互
間
で
転
学
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月

の
初
日
に
在
籍
す
る
学
校
で
そ
の
月
に
係
る
授
業
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な



授
業
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ら
な
い
。 

３ 

転
出
学
及
び
退
学
の
場
合
の
当
該
年
度
に
お
け
る
授
業
料
の
納
付
額
は
別

表
第
一
に
、
転
入
学
の
場
合
の
当
該
年
度
に
お
け
る
授
業
料
の
納
付
額
は
別

表
第
二
に
よ
る
も
の
と
し
、
納
付
の
期
限
は
、
校
長
が
定
め
る
。 

３ 

全
日
制
等
、
定
時
制
単
位
制
及
び
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
お
い

て
、
転
出
学
及
び
退
学
の
場
合
の
当
該
年
度
に
お
け
る
授
業
料
の
納
付
額
は

別
表
第
一
に
、
転
入
学
の
場
合
の
当
該
年
度
に
お
け
る
授
業
料
の
納
付
額
は

別
表
第
二
に
よ
る
も
の
と
し
、
納
付
の
期
限
は
、
校
長
が
定
め
る
。 

４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４ 

（
略
） 

第
四
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二 
（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二 

（
略
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で 

（
略
） 
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